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 Ⅲ 排水施設（法第３３条第１項第３号） 

 排水路その他の排水施設が，次に掲げる事項を勘案して，開発区域内の下水道法（昭和３３年法律第７９号）

第２条第１号に規定する下水を有効に排出するとともに，その排出によって開発区域及びその周辺の地域に溢

水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること。この場

合において，当該排水施設に関する都市計画が定められているときは，設計がこれに適合していること。 

イ 当該地域における降水量 

ロ 前号イからニまでに掲げる事項及び放流先の状況 

 

施行令第２６条  

法第３３条第２項に規定する技術的細目のうち，同条第１項第３号に関するものは，次に掲げるものとする。 

一 開発区域内の排水施設は，国土交通省令で定めるところにより，開発区域の規模，地形，予定建築物等の

用途，降水量等から想定される汚水及び雨水を有効に排出できるように，管渠の勾配及び断面積が定められ

ていること。 

二 開発区域内の排水施設は，放流先の排水能力，利水の状況その他の状況を勘案して，開発区域内の下水を

有効かつ適切に排出できるように，下水道，排水路その他の排水施設又は河川その他の公共の水域若しくは

海域に接続していること。この場合において，放流先の排水能力によりやむを得ないと認められるときは，

開発区域内において一時雨水を貯留する遊水池その他の適当な施設を設けることを妨げない。 

三 雨水（処理された汚水及びその他の汚水でこれと同程度以上に清浄であるものを含む。）以外の下水は，原

則として，暗渠によって排出できるように定められていること。 

（排水施設の管渠の勾配及び断面積） 

施行規則第２２条 排水施設の管渠の勾配及び断面積は，５年に１回の確率で想定される降雨強度値以上の降雨

強度値を用いて算定した計画雨水量並びに生活又は事業に起因し，又は附随する廃水量及び地下水量から算定

した計画汚水量を有効に排出することができるように定めなければならない。 

 二 国土交通省令で定める排水施設は、その管渠の勾配及び断面積が、切土又は盛土をした土地及びその周辺

の土地の地形から想定される集水地域の面積を用いて算定した計画地下水排水量を有効かつ適切に排出する

ことができる排水施設とする。 

（排水施設に関する技術的細目） 

施行規則第２６条 令第２９条の規定により定める技術的細目のうち，排水施設に関するものは，次に掲げるも

のとする。 

一 排水施設は，堅固で耐久力を有する構造であること。 

二 排水施設は，陶器，コンクリート，れんがその他の耐水性の材料で造り，かつ，漏水を最少限度のものと

する措置が講ぜられていること。 

三 公共の用に供する排水施設は，道路その他排水施設の維持管理上支障がない場所に設置されていること。 

四 管渠の勾配及び断面積が，その排除すべき下水又は地下水を支障なく流下させることができるもの（公共

の用に供する排水施設のうち暗渠である構造の部分にあっては，その内径又は内のり幅が，２０ｃｍ以上の

もの）であること。 

五 専ら下水を排除すべき排水施設のうち暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所には，ます又はマンホール

が設けられていること。 

 イ 公共の用に供する管渠の始まる箇所 

 ロ 下水の流路の方向，勾配又は横断面が著しく変化する箇所（管渠の清掃上支障がない箇所を除く。） 

 ハ 管渠の長さがその内径又は内のり幅の１２０倍をこえない範囲内の長さごとの管渠の部分のその清掃上

適当な場所 

六 ます又はマンホールには、ふた（汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができ

るふたに限る。）が設けられていること。 

七 ます又はマンホールの底には，専ら雨水その他の地表水を排除すべきますにあっては深さが１５ｃｍ以上

の泥だめが，その他のます又はマンホールにあってはその接続する管渠の内径又は内のり幅に応じ相当の幅

のインバートが設けられていること。 
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 審 査 基 準  

１．排水計画 

（１） 放 流 先       

開発区域の排水施設は放流先の排水能力，利水の状況その他の状況を勘案して，河川その他公共の用に

供している排水施設に接続することとし，これらについては当該施設の管理者と協議し同意を得ること。 

都市計画法施行令第２６条第１項第２号により、開発区域内の排水施設がその下水を有効かつ適切に排

出できるように、下水道、河川その他公共の用に供している排水路等に接続している必要がある。「有効か

つ適切に」とは、排出先の排水路等が開発区域内の排水を地形などから考え無理なく排出でき、その排水

能力が十分にあるとともに本来の機能に照らして汚水（処理された汚水及び工場排水等で衛生上問題のな

い排水については雨水扱いとする）及び雨水を排出することが適切であるという意味であり、その管理者

の同意を求めている。 

また、後段の規定は、放流先の排水能力が集中豪雨等一時的に不十分になる場合で、他に接続しうる十

分な排水能力を有する放流先がない場合には、雨水に限り遊水池、ため池等を設け、一時貯留することが

できる旨の緩和規定である。雨水だけに限定したのは、生活環境における衛生上の災害防止を考慮したた

めである。したがって、調整池を設置する場合には、汚水等は調整池に流入しないように設計する必要が

ある。 

 

（２） 排水方法       

原則として，汚水排水と雨水排水を分流とし、雨水以外の下水は暗渠によって排出させること。 

都市計画法施行令第２６条第１項第３号は、雨水排水と汚水排水を分流し、雨水以外の下水は原則とし

て暗渠により排出する旨の規定であり、括弧書きは、処理された汚水及び工場排水等で衛生上問題のない

ものについて、開渠による排水を認めているものである。現在では、汚水、雑排水を処理する浄化槽を合

併式とすることが義務化され、ある一定の水質が期待できることや工場等の排水についても三次処理槽を

介した場合には衛生上の問題はないと判断できるためである。したがって、処理された汚水については雨

水と分流とする必要はなく合流とすることができる。 

 

（３） 調 整 池       

開発事業を行うと雨水の流出機構が変化し，開発事業区域下流の洪水流出量の増大をもたらすことが多

い。このため開発の際，下流河川の流下能力を検討の上，下流の流下能力がなく，かつ，当面の間河川改

修計画がないなど調整池の必要性があると判断された場合に，下流河川の一定の改修が完了するまでの暫

定的な措置として調整池が設置されるのが一般的である。ここで取扱う調整池は，下流の河川改修等によ

り，計画的に一定の治水安全度が達成されるまでの間，暫定的に設置されるものである。調整池を設置す

る際は，暫定施設に対する基準（案）である「大規模宅地開発に伴う調整池技術基準（案）」（防災調節池

等技術基準（案）解説と設計実例，平成１３年８月，(社)日本河川協会）をもとに調整容量，構造等を検

討するものとする。（（３）調整池の考え方参照） 

 

２．流出量の算定 

（１） 計画汚水量の算定 

    一般的に住宅と住宅以外の場合で算定方法が異なっている。 

 

① 住宅の場合 

    一人一日当たり時間最大汚水量（㎥ ／人・日）×計画人口（人） 
Ｑ＝                                （㎥ ／ｓｅｃ） 

           ２４(Hour)×６０(min)×６０(sec) 

 

・一人一日当たり時間最大汚水量は０．８５㎥ ／人・日とする。 

・計画人口は、一住戸当たり５人（単身用住戸にあっては２人）とする。 

 

② 住宅以外の場合 

住宅以外の用途の建築物にあっては、浄化槽の人員算定の考え方を準用し、一人一日当たり時間最大汚
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水量は日平均汚水量の１．５倍としている。また、浄化槽の使用時間は、施設によって異なっているが、

一般的に１０時間を基に日平均汚水量を算定しているため、住宅以外の建築物は２４時間で割らず、使用

時間で割ることとしている。 

 

    浄化槽の人槽（人）×日平均汚水量（㎥ ／人・日）×1.5＋施設排水量 
Ｑ＝                                  （㎥ ／ｓｅｃ） 

         使用時間(Hour)×６０(min)×６０(sec) 

 

ⅰ 浄化槽の人槽の根拠となる浄化槽の処理対象人員の算定式を添付すること。なお、建築物の用途ごと

に算定方法が異なるので、各土木事務所の建築指導担当と十分協議すること。 

ⅱ 日平均汚水量は、０．２０㎥ ／人・日を標準とする。 

ⅲ 使用時間は８時間を標準とする。（使用時間が１０時間を超える場合は１０時間とする。なお、使用時

間は営業時間（準備、片付け等の時間は含まない）とし、浄化槽の処理対象人員算定基準の建築用途別

排水時間などを参考に決定すること。） 

ⅳ 工場排水など一般的に浄化槽に流入できない施設排水がある場合は、その排水量を加算する。 

ⅴ 予定建築物等に便所等がなく、浄化槽の設置をしない場合でも、将来の設置を考慮して施設に応じた

浄化槽の人員算定を行い汚水量の算出をする必要がある。 

 

（例１）分譲住宅１０区画の場合 

 

計画人口＝5人×10区画＝50人 

計画汚水量Q=(0.85×50)/(24×60×60)=0.000490㎥/sec 

※ 宅地分譲の場合、予定建築物はないが、戸建住宅を前提として、宅地分譲を予定している場合は、分譲住

宅と同じように１区画５人で計画汚水量を算定する。 

 

（例２）物販店舗 延べ面積 A=500㎡ 

 

浄化槽の処理対象人員ｎ＝0.075A=0.075×500＝37.5人→浄化槽の人槽  50人槽 

（浄化槽の人槽≧処理対象人員 一般的に将来の増築を考慮して人槽を決定している。） 

日平均汚水量は、0.2㎥／人・日 

使用時間 8時間 

計画汚水量Q=(50×0.2×1.5)/(8×60×60)=0.000521㎥/sec 

※ 浄化槽の処理対象人員でなく、設置される浄化槽の人槽で算定する。 

 

（例３）工場（業務用厨房設備なし） 定員 P=50人  

 

浄化槽の処理対象人員ｎ＝0.30P=0.3×50＝15人→浄化槽の人槽  20人槽 

日平均汚水量は、0.2㎥／人・日 

施設排水量 30.0㎥／日 

使用時間 8時間 

計画汚水量Q=(20×0.2×1.5+30)/(8×60×60)=0.001459㎥/sec 

※ 交替制勤務の場合の定員は、例えば１日３交替（各40人×３組）とすればP=120人となる。 
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（例４）事務所（業務用厨房設備あり） 延べ面積 A=500㎡ 

 

浄化槽の処理対象人員ｎ＝0.075A=0.075×500＝37.5人→浄化槽の人槽  50人槽 

日平均汚水量は、0.2㎥／人・日 

使用時間 12時間→10時間 (実使用時間が10時間を超える場合は10時間とする。) 

計画汚水量Q=(50×0.2×1.5)/(10×60×60)=0.000417㎥/sec 

 

※ 倉庫は、作業場として浄化槽の処理対象人員の算定を行うが、主たる用途に付置される倉庫は、原則と

して主たる用途の一部として算入する。 
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（２） 計画雨水量の算定 

計画雨水量の算定は次の合理式を標準としている。 

 

Ｑ：計画雨水量(㎥/sec) 

Ｃ：流出係数 

Ｉ：降雨強度(mm/hr) 

Ａ：集水面積(ha) 

開発区域内の排水施設については、区域内を排水施設ごとに集水区域を分け、流出量を算出し、その排

水施設の流下能力、流速が基準を満たしていることを確認する。なお、排水施設は流域単位で考えるもの

であるから地形の状況により、開発区域外の土地も含めて集水区域を設定する必要がある。 

ただし、河川や下水道管理者等から指示があった場合は、指定する数値を用いること。 

・降雨強度 … 5年確率（降雨継続時間10min） 97.3mm/hr（H17.4.1現在） 

 

確率(年) I=a/(t^0.5+b) a b t 

500 199.1  745.19  0.58  10.00  

200 179.2  661.70  0.53  10.00  

150 173.0  635.29  0.51  10.00  

100 164.2  597.90  0.48  10.00  

70 156.1  565.55  0.46  10.00  

50 148.9  534.98  0.43  10.00  

30 137.7  487.63  0.38  10.00  

20 128.8  449.94  0.33  10.00  

10 113.3  384.44  0.23  10.00  

5 97.3  316.49  0.09  10.00  

3 84.5  261.34  -0.07  10.00  

2 74.2  213.19  -0.26  10.00  

 

 

 

（流出係数） 

利用形態     流出係数 

開発区域内及び宅地   0.90 

道路、駐車場等（不浸透舗装あり） 0.90 

道路、駐車場等（不浸透舗装なし） 0.80 

水田     0.70 

山地、山林     0.70 

畑、原野     0.60 

密集市街地     0.90 

一般市街地     0.80 

水面等（池･河川等） 1.00 

 

   １ 
Ｑ＝   ×Ｃ×Ｉ×Ａ 
  ３６０ 
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３． 調整池の取扱いについて 

(１) 調整池の目的 

調整池の目的は、開発行為に伴い増加する排水量を調整し、下流域での溢水を防ぐことであり、特に開発

許可で対象とする宅地利用目的の開発行為は、開発前後の排出係数の変化により排水量の増加も大きくなる

場合が多く、調整池の要否を検討することは重要である。 

宅地開発の場合は、開発区域内及び周辺に溢水等の被害が生じないよう、区域内の雨水及び地表水並びに

区域外から流入する雨水及び地表水を安全に流下させるための治水・排水対策の両方が必要となる。したが

って、調整池を設置することにより、大雨時（３０年確率降雨時）において、周辺に溢水等の被害が生じな

いようにするとともに、開発区域内においては、５年確率降雨時においても開発区域内の雨水を排出できる

排水施設の設置が求められている。また、宅地開発については、雨水以外の施設から排出される下水量を無

視できないので注意が必要である。 

平成１５年３月３１日以前は、開発許可としては調整池の明確な基準がなかったために、大規模開発４.

５ｈａ以上のものについてのみ「大規模土地開発事業指導処理要綱」に基づいて調整池の検討を求めていた。 

平成１５年４月１日から、みどりの条例の施行に合わせ、開発許可においても、１ｈａ以上の開発から、

調整池の検討を求めることとしたものである。 

なお、技術基準については、みどりの条例に準じて取り扱うが、林地開発と宅地開発では、排水施設の考

え方が違うので、注意が必要である。 

 

（２） 調整池の要否の検討方法 

① 調整池を検討する規模 

ⅰ 開発区域の面積が１ｈａ以上のものを検討の対象とする。 

開発区域の現状を調査し、開発後の流出係数が増加する部分の面積を算出する。 

ⅱ 現状が「田」、「山林」、「裸地」など、開発後の流出係数が増加する部分の面積を算出する。従前から

継続的に宅地として利用されていた部分や、不浸透性舗装がなされた駐車場の部分など、開発後の流出

係数が増加しない部分の面積を除外できるものとする。 

1) 算出した面積が１ｈａ未満のものは、調整池の設置は不要とする。 

2) 算出した面積が１ｈａ以上のものは、下流水路、河川等の現地調査を行う。 

② 現地調査 

下流水路、河川等の現地調査については、次に定める方法による。 

ⅰ 下流水路、河川等の排水能力の変化地点ごとに、断面、勾配を測定し、流下能力及び比流量（流下能

力÷集水区域面積）を算定する。調査範囲は、３０年確率雨量による開発後のピーク流量が、開発前の

ピーク流量に対して１％以上増加する範囲とする。 

ⅱ 上記調査範囲のうち、開発行為による影響を最も強く受ける地点（比流量が最も小さい地点＝ネック

点）を決定する。決定に当たっては、ネック点の水路、河川等の管理者の同意を得ることとする。 

ⅲ ネック点における許容放流量を算出する 

                     

  許容放流量＝ネック点の流下能力× 

                     

    

 ※１調整池の集水区域面積 … 開発区域面積＋合わせて調整すべき上流域の面積 

※２直接放流域がある場合については、直接放流量を許容放流量から減じること。 

 

 
＊１％未満となる範囲は調査しなくても良いと言うことではなく、１％以上増加する範囲のなか

で、ネック点を決定し、許容放流量を算出するとしたもので、開発区域からの排水経路については、

１％未満の範囲にある水路等であっても、流末河川等までの状態を調査する必要がある。 

公共施設管理者等から指示があった場合は、１ｈａ未満でも調整池の検討及び設置が必要となる。 

調整池の集水区域面積※１ 
 
ネック点での集水区域面積 
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（３） 調整池の要否の判断 

調整池の要否の判断については、次に定める方法による。 

① 調査の結果、下流全てが１％未満に留まる場合 

ⅰ 開発区域から下流水路、河川に至る経路（排水経路）が３０年確率雨量による開発後のピーク流量を

流下できる。 → 調整池の設置は不要 

   ⅱ 排水経路が３０年確率雨量による開発後のピーク流量を流下できない。 → 排水経路の改修又は調

整池の設置が必要・‥…３０年確率雨量により設計 

② 調査の結果、１％以上増加する範囲（対象範囲）がある場合 

ⅰ 対象範囲が３０年確率雨量（河川管理者との協議により、３０年以上の年確率を採用する場合がある）

による開発後のピーク流量を流下できる。 → 調整池の設置は不要 

ⅱ 対象範囲が３０年確率雨量（河川管理者との協議により、３０年以上の年確率を採用する場合がある）

による開発後のピーク流量を流下できない。 → 対象範囲の改修又は調整池の設置が必要・‥… 

３０年確率又は河川管理者との協議による年確率雨量により設計 

 

＊ 調整池の設置が必要となった場合の設計の基準は、「大規模宅地開発に伴う調整池技術基準（案）」に

よる。ただし、降雨波形は後方集中型を採用する。 

 

（４） 調整池の設置基準 

① 洪水調節方式は、自然放流方式とする 

② 流出抑制施設は、貯留型施設とし、自己の業務用の開発で駐車場・緩衝帯を兼ねたオンサイト貯留を認

めているが、宅地分譲等で公共施設として設置される場合は、オフサイト貯留としなければならない。ま

た、洪水調整池の維持管理が容易に行えないことから、地下貯留施設は原則として認めていない。 

ただし、例外として「雨水貯留浸透技術評価制度施行要領」に基づく技術評価認定を受けたもの、若し

くは雨水排水溝（蓋架けされたものを含みボックスカルバート等蓋の開閉ができないものを除く）は認め

る。 

＊ 「雨水貯留浸透技術評価制度施行要領」に基づく技術評価認定を受けたものを使用する場合は、認定基

準の他、底盤にコンクリート等打設し容易に沈下、不陸が生じないよう設置面を平滑に保てる構造とす

こと。 

③ 設置場所は、防災・避難上支障のない所に設けること。 

④ 調整池への流入量の算出については、等流流速法、土研式、角屋のうち適当なものを採用すること。ま

た、（３）に記載の他に降雨継続時間は、２４時間（１４４０分）で計算時間ピッチを１０分とする。 

⑤ 余水吐の設計について洪水流量を２００年確率で計算し安全率を１．２とする。また、越流水深に対す

る余裕高は０．６ｍを原則とするが、駐車場等を利用して調整池を設置する場合には「流域貯留施設等技

術指針（案）」により余水吐及び天端高を設計する事も認める。 

⑥ 造成完了後の設計堆積土砂量については１ｈａにつき１.５㎥/年を標準とし、設計堆積土砂量以上の泥

溜めが必要である。また、みどりの条例等が適用される場合は、別途協議により決定する。 

⑦ 洪水調整池には雨水のみ流入としているので、宅地より排出される汚水、雑排水は洪水調整池に流入さ

せることなく直接放流すること。（この場合に許容放流量より直接放流量を除外すること） 

⑧ みどりの条例が適用される場合は、みどりの条例の技術基準に算出したもので可 
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調整池の検討フロー 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

 

 

 

                  

               

 

 

 

    

 

      

 

 

                                                             

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊１河川管理者との協議の結果、必要に応じて確率年を増加する。 

＊２ただし、開発区域周辺の地形状況等により、やむを得ないと 

認められる場合は、この限りでない。 

開発区域内において 

流出係数が増加する部分の面積 

 

３０年確率降雨強度におけるピ

ーク流量の増加率 

 

開発区域から下流水路・河川等に至る

経路（排水経路）が３０年確率降雨強

度におけるピーク流量を流下できるか 

調整池は不要 

排水経路の改修 

下流水路・河川等が３０年確率（＊１）

降雨強度におけるピーク流量を流下で

きるか 

調整池は不要 

排水経路及び対象範囲の改修 

調整池は不要 

①３０年確率（＊

１）雨量の開発に

よる増加分の調

整 

②下流の現況流下

能力に対応する

開発による増加

分の調整 

③開発前３年確率

雨量で既に下流

の流下能力を超

える場合は、この

超える量も調整

（＊２） 

①３０年確率雨量

の開発による増

加分の調整 

②開発前３年確率

雨量で既に下流

の流下能力を超

える場合は、この

超える量も調整

（＊２） 

開発区域の面積 

調整池は不要 
１ｈａ以上 
現状の流出係数を調査 

１ｈａ以上 
下流の水路、河川等を調査 

１ｈａ未満 

下流全てが 
１％未満に留まる 

１ｈａ未満 

１％以上増加する範囲 
（対象範囲）がある 

ＹＥＳ 

ＮＯ 

ＹＥＳ 

ＮＯ 

開発区域から下流

水路・河川等に至る

経路（排水経路）が

３０年確率降雨強

度におけるピーク

流量を流下できる

か 

ＮＯ 

調整池は不要 

ＹＥＳ 

ＹＥＳ 

ＮＯ 

ＮＯ 

ＮＯ 

ＹＥＳ 

ＹＥＳ 

下流水路・河川等

が３０年確率（＊

１）降雨強度にお

けるピーク流量を

流下できるか 

調整池は不要 
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（５） 調整池の考え方 

開発事業を行うと雨水の流出機構が変化し，開発事業区域下流の洪水流出量の増大をもたらすことが多

い。このため開発の際，下流河川の流下能力を検討の上，下流の流下能力がなく，かつ，当面の間河川改

修計画がないなど調整池の必要性があると判断された場合に，下流河川の一定の改修が完了するまでの暫

定的な措置として調整池が設置されるのが一般的である。ここで取扱う調整池は，下流の河川改修等によ

り，計画的に一定の治水安全度が達成されるまでの間，暫定的に設置されるものである。調整池を設置す

る際は，暫定施設に対する基準（案）である「大規模宅地開発に伴う調整池技術基準（案）」（平成１３年

８月，(社)日本河川協会）をもとに調整容量，構造等を検討するものとする。 

    開発許可においては、開発区域の面積が１ｈａ以上のものを対象に調整地の検討を義務付けている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放流 

 

流域Ａ山林 

流出係数0.70 

流域B畑 

流出係数0.60 流域C水田 

流出係数0.70 

流域D一般市街地 

流出係数0.80 

流域H密集市街地 

流出係数0.90 

流域F水田 

流出係数0.70 
流域G水田 

流出係数0.70 

開発区域E 

流出係数0.90 

流域調査の範囲 

利用形態別（流出係数ごと）

に流域面積を算定 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑤以降は流下断面が小さくな

っている部分がないこと。 
開発後のピーク流量

の増加率1%未満 

開発後のピーク流量の増加

率1%以上の範囲を調査 

流域面積10.0ha 

流域面積4.0ha 

流域面積12.0ha 

流域面積5.0ha 

面積3.0ha 

流域面積6.0ha 

流域面積4.0ha 

流域面積6.0ha 

河川 海へ 

 
下流の水路、河川等を調査 
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４．排水施設の構造 

（１） 流下断面の算定 

① 設計流量 

設計流量はマニングの公式で求めるものを標準としており、その公式は，物理的に水が停滞することを

前提としていないので、放流先で放流管が通常水位より上で接続されている必要がある。 

 

Ｑ：流量（ｍ ／ｓｅｃ） 

Ａ：通水断面積（㎡）(８割水深とする) 

Ｐ：流水の潤辺長（ｍ）(８割水深とする) 

Ｖ：流速（ｍ／ｓｅｃ） 

ｎ：粗度係数 

Ｒ：径深（ｍ）Ａ／Ｐ 

Ｉ：勾配 

 

 

 

② 通水断面の算定 

流下断面の決定に当たっては，土砂の堆積等を考慮して十分に余裕を見込むため、８割水深で通水断面

積を計算する。なお、８割水深で計算したU型及び円形の通水断面積Ａ（㎡）、流水の潤辺長Ｐ（ｍ）は、

次のとおりとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ ＝ Ａ × Ｖ 

３ 

Ａ＝0.8×H×D 

Ｐ＝1.6×H＋D 

Ｒ＝Ａ／Ｐ 

 

D 

H 

 0.8H 

 

Ａ＝0.673574×D
２ 

  (簡易式0.672×D
２ 

 ) 

Ｐ＝2.214297×D   (簡易式2.214×D) 

Ｒ＝Ａ／Ｐ＝0.304193×D 

D 

   １    ２/３   １/２ 
Ｖ＝   × Ｒ   ×Ｉ 
   ｎ 

0.8D 
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③ 粗度係数 

流速を計算するときに用いる粗度係数は次のとおりとする。 

排水施設の種類 粗度係数 

      開発区域内 みどり条例（開発区域外のみ） 

素掘り 土   - - （ 0.020  ～ 0.025  ）

  砂礫   - - （ 0.025  ～ 0.040  ）

  岩   - - （ 0.025  ～ 0.035  ）

現場施工 モルタル   - - （ 0.010  ～ 0.013  ）

  コンクリート   0.0150 （ 0.013  ～ 0.018  ）

  粗石 練積み - - （ 0.015  ～ 0.030  ）

    空積み - - （ 0.025  ～ 0.035  ）

工場製品 陶管   0.0130   ―   

  コンクリート管 0.0130 （ 0.012  ～ 0.016  ）

  U型側溝等   0.0130   ―   

  自由勾配側溝 0.0140   ―   

  塩化ビニール管 0.0100   ―   

  強化プラスチック複合管 0.0100   ―   

  遠心力鉄筋コンクリート管 0.0130 （ 0.011  ～ 0.014  ）

  コルゲートパイプ - - （ 0.025  ～ 0.030  ）

 

※ 開発区域外の既設排水施設の排水能力を算定する場合に用いる粗度係数は、経年による変化もあり、

開発区域内やみどり条例の基準の範囲で適切と思われるものを採用する。 

 

④ 設計流速 

流速は，流水による異常な排水路の磨耗や土砂堆積が生じない程度のものとするため、下記の設計流速

を満足すること。 

 

区  分 最小流速 最大流速 備         考 

汚水管渠 ０．６ｍ／sec ３．０ｍ／sec 流速は１．０～１．８ｍ／sec が理想である

ので，できるだけこの数値を使用すること。 

なお，最大流速３．０ｍ／sec を超える場合

は，落差工等により減速させ，基準値に入る

ようにすること。 

雨水管渠 ０．８ｍ／sec ３．０ｍ／sec 

合流管渠 ０．８ｍ／sec ３．０ｍ／sec 

 

   汚水管渠の場合は、円形断面が一般的であり、８割水深時に流速が一番早くなる。したがって、８割水

深で算定した流速が０.６～０.８ｍ／secの範囲であっても、実際は８割水深で流れないことから、流速

が遅くなり汚物がうまく流れないことがあり、一般的に３‰以上の勾配は取ることとしている。 

   また、汚水桝内は汚物が停滞することなく流れるようにインバートを設けるが、既設の下水管との接続

の関係で、流入管と流出管の管底差が０.６ｍ以上になる場合には、副管を設けドロップ桝とすること。 

    ＊公共施設管理者の同意により緩和することができる。 
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⑤ 排水施設の一般構造 

排水施設設計・施工に当たっては，次の各項に留意するものとする。 

1) 排水路勾配は，原則として下流に行くにしたがい緩勾配になるように計画すること。 

2) 流速は，流水による異常な排水路の磨耗や土砂堆積が生じない程度のものとすること。 

3) 流下断面の決定に当たっては，土砂の堆積等を考慮して十分に余裕を見込むものとすること。 

4) 施設の構造は，堅固で耐久性を有する構造とすること。 

5) 施設は，コンクリートその他の耐久性の材料で作り，かつ，施工継手からの漏水を最小限にするよう努 

めること。 

6) 公共の用に供する排水施設のうち暗渠である構造の部分の内径又は内のり幅は２０cm 以上とすること。 

7) 公共の用に供する排水施設は，その施設の維持管理上支障のない場所に設けること。 

8) 軟弱地盤等における暗渠の敷設に際しては，地盤の沈下等による暗渠の損傷を防ぐため，基礎工事等対 

策に十分配慮すること。 

9) 排水路の屈曲部においては，越流等の可能性について十分検討しておくこと。 

10) 道路内に埋設する排水管等の土被りは、車道で１.２ｍ（内径３００mm以下の排水管は１.０ｍ）以上 

とし、それが確保できない場合には荷重条件に適合した管渠（重圧管、特圧管など）を用いるか、外圧 

から管渠を保護必要がある。 

11) 管渠の設計に当たっては次図を参照すること。なお，次図によりがたい場合は，国土交通省土木構造 

物標準設計によること。 

12) マンホール等の配置及び構造 

排水施設のうち暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所には，ます又はマンホールを設けなければなら 

ない。 

ａ 公共の用に供する管渠の始まる箇所 

ｂ 流路の方向，勾配又は断面が変化する箇所  

ｃ 管渠の長さがその内径又は内のり幅の１２０倍を超えない範囲において管渠の維持管理上必要な箇所 

・管渠の長さは、ます又はマンホールの中心管で測定している。 

・最終桝と放流先の水路の間隔は管径の１２０倍以下ではなく、清掃等を考慮して最終桝等を放流先の 

水路の近傍（５ｍ以内）に設置すること。 

・公共施設となる下水道管については、既設下水道管との接続箇所にマンホールを設置し、そこから管

径の１２０倍以下ごとにマンホールを設置することにしている。 

ｄ 放流管に接続している雨水桝の天端高さは、放流先の排水路等の側壁の高さより高くすること。 

ます又はマンホールの底には，もっぱら雨水を排除すべきますにあっては，深さが１５cm以上の泥溜め 

が，その他のます又はマンホールにあってはその接続する管渠の内径又は内のり幅に応じ相当の幅のイン

バートが設けられていること。 

ｅ 泥溜めで、開発区域１ｈａ当たり１．５㎥の沈砂容量を確保すること。 

13) 水路へ放流する管等の位置は、水路の常時水位より上にすること。 

14) 公共の用に供する排水施設は、維持管理上必要な幅を排水施設に加え、排水敷地とすること。 
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⑥ 放流管の接続位置 

開発区域内の下水を有効に排水するためには、放流先となる排水路等の排水能力を超過すると、溢水、

冠水などの被害が生じる原因となる。 

 

ⅰ 有効に排出するため、接続位置は通常水位より上に接続すること。 

ⅱ １ｈａ未満などの開発については、調整池の検討は不要であるが、放流先の排水路等（１次放流先）

の排水能力を確認する必要がある。ただし、排水量に対して放流先の排水路等の排水能力が十分あると

認められる場合は、確認を省略することができる。 

ⅲ 放流管に接続している雨水桝の天端高さは、放流先の排水路等の側壁の高さより高くすること。側壁

より低いと側壁が機能せず、増水時に側壁より先に放流管を通して雨水桝から、溢水、冠水などの被害

が生じる原因となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） パイプカルバートの基礎形式選定方法 

① 使用方法 

標準的な埋設条件での設計は，図―１～図―３に示す基礎形式選定図（カルバート工指針より抜粋）に

より管径と土かぶりの交点を見出せば行うことができる。埋設形式は，突出型，溝型で土の単位体積重量

はγ＝１８ｋＮ／ ｍ3,活荷重はＴ荷重を考慮した。なお，土かぶり０．５ｍ以上の範囲において，それぞ

れの上限値，下限値に入らないものは３６０゜固定基礎とする。 

 溝型については，土留めを行わないことを前提としているが，土留めを行う場合で土留材を引抜かない

時は，この選定図を用いてもよい。 

② 使用例 

突出型，砂質土（γ＝１８ｋＮ／ｍ3），管径Ｄ＝１０００ｍｍ，土かぶり ｈ＝４．５ｍの場合，図―２

より次の用に検索できる。（図中◎印参照）。 

○ ＲＣ２種に対して１８０゜固定基礎 

      ○ＰＣ３種に対して９０゜固定基礎 

   したがって，経済性を検討の上，基礎形式を決定すればよい。 

 

 

 

 

 

排水路 

(公共施設) 

雨水桝 

有効に排出するため、接続位置は通常水位より上に接続すること。 

放流管に接続している雨水桝の天

端高さは、放流先の排水路等の側壁

の高さより高くすること。 

▽ 

排水路等の側壁の高さ 

 

逆に低いと大雨時には水路より先

に桝から溢水することになる。 

最終桝は放流先水路から 

５ｍ以内に設置すること。 

悪い例× 
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５．排水計画 

建物排水と屋外排水と系統を分けるとともに開発区域内を集水区域ごとに分割し、その区域ごとに流量計算

し、排水施設が開発区域内の下水を有効に排出できるかを確認すること。 

  集水区域は、区域内の水勾配を考えて排水施設ごとに設定するが、桝で受ける場合の集水区域は５００㎡以

内とすること。但し、集水桝に変えて排水溝等で集水する場合はこの限りでない。 

  集水区域の取り方は、予定建築物を無視して開発区域全体を分割する場合と予定建築物と屋外とに分けて屋

外部分を分割する場合がある。 

 

（例１）予定建築物を無視して開発区域全体を分割する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例２）予定建築物と屋外とに分けて屋外部分を分割する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集水区域 A 
雨水量QA 

 

管渠b 管渠ｄ 管渠f 

放
流
先
排
水
路
ｇ 

汚水量QF 

 

管渠ａ 流下能力 

Qa≧QA 

管渠b 流下能力 

Qb≧QA+QB 

管渠c 流下能力 

Qc≧QC 

管渠d 流下能力 

Qd≧QA+QB+QC+QD 

側溝e 流下能力 

Qe≧QE 

管渠f 流下能力 

Qf≧QA+QB+QC+QD+QE+QF 

排水路ｇ 流下能力 

Qｇ≧Qf 

 

管
渠
ａ 

管
渠
ｃ 

側
溝
ｅ 

 

 

管渠b 管渠ｄ 管渠f 

放
流
先
排
水
路
ｇ 汚水量QF 

 

管
渠
ａ 

建
物
最
終
桝 

集水区域E 雨水量QE 
建物の樋及び廻りの排水
桝は造成完了時には不要。
建物最終桝のみ必要 

管
渠
ｅ 

管渠ａ 流下能力 

Qa≧QA 

管渠b 流下能力 

Qb≧QA+QB 

管渠c 流下能力 

Qｄ≧QA+QB +QC 

側溝e 流下能力 

Qe≧QE 

管渠f 流下能力 

Qf≧QA+QB+QC+QD+QE+QF 

排水路ｇ 流下能力 

Qｇ≧Qf 

 

集水区域A,B,C,Dは桝で集水のため500㎡以内 

 

集水区域 C 
雨水量QC 

 

集水区域 D 
雨水量QD 

 

集水区域 E 
雨水量E 

 

集水区域 A 
雨水量QA 

 

集水区域 B 
雨水量QB 

 

集水区域 C 
雨水量QC 

 

集水区域 D 
雨水量QD 

 

予定建築物に係る集水区域Ｅは建築に建物廻りの雨水桝が設置され
るため建物最終桝のみ設置 集水区域は500㎡を超えても良い。 

 

集水区域 B 
雨水量QB 

 

道
路 

道
路 
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 Ⅳ 給水施設（法第３３条第１項第４号） 

主として， 自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあって

は，水道その他の給水施設が，第２号イからニまでに掲げる事項を勘案して，当該開発区域について想定され

る需要に支障を来たさないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること。この場

合において，当該給水施設に関する都市計画が定められているときは，設計がこれに適合していること。 

第２号イからニまで（抜粋） 

イ 開発区域内の規模，形状及び周辺の状況 

ロ 開発区域内の土地の地形及び地盤の性質 

ハ 予定建築物等の用途 

ニ 予定建築物等の敷地の規模及び配置 

 

施行令第２５条  

八 消防に必要な水利として利用できる河川，池沼その他の水利が消防法（昭和２３年法律第１８６号）第２

０条第１項の規定による勧告に係る基準に適合していない場合において設置する貯水施設は，当該基準に適

合しているものであること。 

 

参考……消防法抜粋 

 （消防水利の基準及び水利施設の設置等の義務） 

第２０条  

消防に必要な水利の基準は，消防庁がこれを勧告する。 

 

参考……消防庁告示第７号抜粋（消防水利の基準） 

第３条  

消防水利は，常時貯水量が４０ｍ3以上又は取水可能水量が毎分１ｍ3以上で，かつ，連続４０分以上の給水

能力を有するものでなければならない。 

２ 消火栓は，呼称６５の口径を有するもので，直径１５０ｍｍ以上の管に取り付けられていなければならない。

ただし，管網の一辺が１８０ｍ以下となるように配管されている場合は，７５ｍｍ以上とすることができる。 

３ 私設消火栓の水源は，５個の私設消火栓を同時に開弁したとき，第1項に規定する給水能力を有するもので

なければならない。 

第４条  

消防水利は，市街地（消防力の基準（昭和３６年消防庁告示第２号）第２条第１号に規定する市街地をいう。

以下本条において同じ。）又は密集地（消防力の基準第２条第２号に規定する密集地をいう。以下本条において

同じ。）の防火対象物から一の消防水利に至る距離が，別表に掲げる数値以下となるように設けなければならな

い。 

２ 市街地又は密集地以外の地域で，これに準ずる地域の消防水利は，当該地域内の防火対象物から一の消防水

利に至る距離が，１４０ｍ以下となるように設けなければならない。 

３ 前２項に定める配置は，消火栓のみに偏することのないように考慮しなければならない。 

第５条  

消防水利が，指定水量（第３条第１項に定める数量をいう。）の１０倍以上の能力があり，かつ，取水のた

め同時に５台以上の消防ポンプ自動車が部署できるときは，当該水利の取水点から１４０ｍ以内の部分には，

その他の水利を設けないことができる。 

第６条  

消防水利は，次の各号に適合するものでなければならない。 

 一 地盤面からの落差が４.５ｍ以下であること。 

 二 取水部分の水深が０.５ｍ以上であること。 

三 消防ポンプ自動車が容易に部署できること。 

四 吸管投入孔のある場合は，その一辺が０.６ｍ以上又は直径が０.６ｍ以上であること。 

第７条  

消防水利は，常時使用しうるように管理されていなければならない。 
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 別表（第４条関係） 

 

 

平均風速 

用途地域 

年 間 平 均 風 速 が     

４ｍ毎秒未満のもの 

年 間 平 均 風 速 が     

４ ｍ 毎 秒以 上 のも の 

近 隣 商 業 地 域 

商 業 地 域 

工 業 地 域 

工 業 専 用 地 域 

（ｍ） 

    １００ ８０ 

その他の用途地域及び用途 

地域の定められていない地域 

（ｍ） 

    １２０     １００ 

        

備考 用途地域区分は，都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第８条第１項第 

          １号に規定するところによる。 

 

 

 Ⅴ 地区計画等（法第３３条第１項第５号） 

当該申請に係る開発区域内の土地について地区計画等（次のイからホまでに掲げる地区計画等の区分に応じ

て、当該イからホまでに定める事項が定められているものに限る。）が定められているときは、予定建築物等の

用途又は開発行為の設計が当該地区計画等に定められた内容に即して定められていること。 

 

 

 Ⅵ 公共施設，公益的施設（法第３３条第１項第６号） 

当該開発行為の目的に照らして，開発区域における利便の増進と開発区域及びその周辺の地域における環境

の保全とが図られるように公共施設，学校その他の公益的施設及び開発区域内において予定される建築物の用

途の配分が定められていること。 

 

（法第３３条第１項各号を適用するについて必要な技術的細目） 

施行令第２７条 主として住宅の建築の用に供する目的で行う２０ｈａ以上の開発行為にあっては，当該開

発行為の規模に応じ必要な教育施設，医療施設，交通施設，購買施設その他の公益的施設が，それぞれの機能

に応じ居住者の有効な利用が確保されるような位置及び規模で配置されていなければならない。ただし，周辺

の状況により必要がないと認められるときは，この限りでない。 


